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会議の結果 

件   名 平成２１年度第５回社会教育委員会議定例会 

日   時 平成２２年１月２８日（木曜日）９時３０分～１１時３０分 

場   所 田辺市民総合センター ２階交流ホール 

出 席 者 

○社会教育委員 

 久保議長、高垣副議長、平野委員、千品委員、田ノ岡委員、鈴木委員、川根委員、 

山本委員、近藤委員、西川委員、嶝口委員、岡本委員            計１２名 

（欠席１名  久保智委員） 

○職員 

中村教育長、浜田教育次長 

（生涯学習課）大門課長、小川生涯学習推進係長、三栖公民館係長、生駒生涯学習指導員、 

中田地域教育主事、岡本主査                       計 ８名 

 

１．教育長挨拶 

中村教育長から挨拶を行った。 

  平成２２年の年が明けましたが、毎日のニュースも暗いものが多く、昨年

は政権交代もありましたが、実質は国の行方が定まらない状況で、不安定要

素も沢山あると思っています。しかし、田辺市の抱える課題は何も変わって

おらず、田辺市の教育行政の基本は、学校教育、社会教育、生涯学習がとも

に、「学社融合の推進」、「基礎基本の徹底」の２本柱を強固に据えて展開をし

ていくという方針は変わっていません。 

昨年、社会教育委員の皆さんの選考は非常に論議を行い、実質活動できる体制へと方向を定め、皆さんにご

無理なお願いをしました。委員の皆さんが私たちの思いをしっかりと受け止めていただき、社会教育委員とは

何かということの学びをまず始めていただき、社会教育委員として何ができるか、行政に対してどういうアド

バイスができるか、といった研修を積まれて展開をしていただいており、非常に感謝しています。 

田辺市の抱えている教育問題は沢山あり、合併後５年を経過しますが、少子高齢化と学校のあり方は特に大

きな課題の一つです。私は、「子どもは地域の宝として、地域みんなで子どもを育てていこう」という取組をそ

れぞれの学校、公民館、地域の方々にお願いしています。そのことと学校の統廃合は矛盾点があるというお考

えもありますが、一定規模の集団の中で展開をさせてやりたいという思いに変わりはありません。そういった

中で、現在、教育委員会の職員諸君が地域に入り、地域の皆さんと十分な話し合いをしている状況です。 

それから、市長の地域力、文化力、産業力の行政の三本柱の中で、生涯学習が担当している地域づくり、人

づくりは、地域力の育成という市長の思いの最前線を担当する部署です。地域づくりのリーダーとなる地域コ

ーディネーター養成講座を立ち上げて展開をしており、社会教育委員の皆さんにも十分なご展開とご指導を願

っております。教育行政と市長部局の基本柱は重なっており、本日協議をいただくことは、田辺市の行く末を

担う非常に大きなことであると考えていますので、積極的に活発な議論をお願いしたい。委員さん方からは、

今までのような報告のみの会議はやめようという提案をいただいており、委員さん方の熱意を感じるところで

す。素晴らしい姿勢で社会教育委員会議が成り立っており、感謝しておるところですので、本年もどうぞよろ

しくお願いします。 

 

２．議長挨拶 

久保議長が挨拶を行った。 

  明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今回

第５回で、次回で丸１年になりますが、皆さんには凄く親しい感じを抱い

ています。来年度に向けて具体化していく中で、今回と次回で煮詰めてい

きたいと思いますので、ご検討をよろしくお願いします。 
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３．説明事項 

  これより久保議長が進行を行う｡進行については、予定を変更し、先に説明事項、報告事項を行い、協議に入

ることを確認し、時間設定等の説明を行った後、説明事項に入る。 

 【説明】 

・(１) 平成２１年１２月議会について、教育次長から説明を行った。 

・(２) 平成２２年度当初予算の見積について、(３) 田辺市、上富田町青少年補導センター協議会規約

の一部改正について、(４) 平成２１年度田辺市ＰＴＡ連合会教育講演会について、(５) 第１４回田

辺市民駅伝大会及び第２７回田辺市子どもクラブ駅伝大会について、(６) 第１５回紀州口熊野マラ

ソンについて、(７) 第９回和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競走大会出場について、(８) 京フィル

とあそぼう！について、(９) 小企画展 稗田一穂の世界について、(10) 館蔵品展 「渡瀬凌雲展－

凌雲の山水」について、(11) 第３７回熊野古道近野山間マラソン大会について、(12) 第１７回おお

とう生涯学習フェスタの開催について、小川生涯学習推進係長から説明を行った。 

・当日の配布資料の第６回地域コーディネーター養成講座について、小川生涯学習推進係長から説明を行

った。 

 

４．報告事項 

説明なし。 

 

 【質疑応答】 

  ［近藤委員］ 

特殊建築物調査手数料とは何ですか。 

  ［三栖係長］ 

特殊建築物調査とは、不特定多数の住民が集う建物につきまして、防火設備や避難設備など安全確保の

ために法律で定められた調査でございます。 

  ［近藤委員］ 

    社会教育総務費の光熱水費は、４階の調理実習室の分ではないのですか。 

  ［三栖係長］ 

この市民総合センターの維持費は、保健福祉総務費ですので社会教育総務費には含まれておりません。

社会福祉総務費の光熱水費は、龍神市民センターや他の館の費用です。 

  ［高垣副議長］ 

生涯学習フェスティバルは毎年することになっているのですか。年度ごとに開催を考えるのですか。 

  ［小川係長］ 

基本的には毎年開催することとして、予算も要求しています。内容については、市長部局も含めました

職員によって実行委員会を組織して進めています。 

  ［高垣副議長］ 

各公民館で自分たちでもやっている。市民総合センターでは、ここを利用している方々の展示だけでも

いいのではないでしょうか。他の公民館の負担大きく、同じような時期に自分たちのところだけでなく、

強制ではなくてもこちらへも出展しなければならないということで、開催の仕方も考える必要があるので

はないかなと、去年見て感じました。一生懸命されていて素晴らしいこととは思いますし、活動をしてい

ただくためには必要なのかもしれませんが、すごく負担になっているような気がしました。 

  ［小川係長］ 

今の生涯学習フェスティバルの進め方は、環境、福祉、市民活動、公民館といった行政の様々なセクシ

ョンが一体となって、生涯学習に携わる皆様方の活動を展示したり、発表の場となっています。その中で

公民館の活動展示もあり、希望する公民館の活動展示をしていただくことになっており、全て公民館が取

り仕切っているということではなく、負担になっている公民館もあるかもしれませんが、基本的には参加

できる公民館、希望する公民館に参加いただいております。実行委員会では様々な反省も行っていますの

で、ご意見も踏まえて再度検討を重ねていきたいと思います。 
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  ［田ノ岡委員］ 

    当初予算は、見積り額があって、査定、審議があって予算が確定すると思いますが、その手順を教えて

ください。また、国の事業仕分けのような民間の意見を取り入れるような場は取り入れられているのでし

ょうか。 

  ［大門課長］ 

国の事業仕分けのような形は、田辺市ではとっていません。例年は１０月ぐらいに各課の当初予算希望

額を財政課に資料と一緒に提出をし、財政担当と内容を精査していきます。基本的にはマイナス５％シー

リングといって昨年よりは経費削減に努力するという形が３年ほど続いています。その上で、ある程度財

政と原課との調整が終わると、財政課と市長との協議があり、ちょうど今週が市長査定の期間になります。

その中で市長が原課の意見を聞きたいとか、市長、副市長の意見を踏まえながら３月議会に提出するとい

う形です。 

  ［浜田次長］ 

今まで、経常経費についても財政査定をしていましたが、昨年度からは部長査定ということになり、教

育委員会内で査定をしています。それが毎年５％ずつ減っていきますので、自助努力をしなければならな

いということになっています。もう一つは、事業仕分けは公開の場所で行われていましたが、事業仕分け

では無しに各事業について市長部局から調査が入っています。その中で、全ての事業について見直そうと

いうことで調査をしており、来年の前半ぐらいに終わるかと思います。 

  ［近藤委員］ 

小中学校のあり方検討委員会の謝礼が２２年度は無くなっていますが、解散したということですか。 

  ［浜田次長］ 

そうです。期間は１９年１１月から２１年８月３１日までです。 

  ［嶝口委員］ 

先ほど意見のあった生涯学習フェスティバルですが、私は絶対にや

るべきだと思います。社会福祉協議会や保育園なども地域では活動を

していますが、田辺市全体として何かをやるという心意気のためにも

是非やってほしいと思います。 

  ［大門課長］ 

報告資料にフェスティバルに参加している各部署の一覧表もございますので、参考にご覧ください。 

  ［久保議長］ 

フェスティバルについては、嶝口委員と高垣副議長のご意見も踏まえて、よろしくお願いします。 

  ［中村教育長 ］ 

田辺市の生涯学習の考え方、取組は県が注目しています。県の教育長も何度もきており、田辺と全く同

じ展開ではありませんが、県も非常によく似た展開を県教育委員会が方針として出しています。小川係長

にも各地で講演依頼がきておりますし、先日も伊都郡の各公民館と橋本市の公民館長、公民館主事が直接

田辺にきて、田辺の取組を真剣に学んで行かれました。田辺も厳しい条件ではありますが、必死に歩んで

きた道は注目されています。それも社会教育委員の皆さんには是非ご承知おきをいただきたい。 

  ［久保議長］ 

非常にプレッシャーのかかるお言葉をいただきましたので、襟元を正して進めていきたいと思います。

それでは、説明事項・報告事項を終了したいと思います。なお、まだ質問がございましたら、後ほど別途

事務局までご質問いただくようにお願いします。 

 

（中村教育長 退席） 

 

５．協議 

  久保議長から経過説明を行った。 

［久保議長］ 

それでは、協議に入らせていただきます。前回の経緯を踏まえて、１月１２日に高垣副議長と西川委員、
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それと事務局とで協議をしました。方向性は、社会教育委員の本務は６

つの重点アクションプランの関わりということになりましたが、西川委

員からお話のあったサポーターとプレイヤーの両輪は必要であるとい

うことになりました。 

そこで、案の１つ目の重点アクションプランへの関わりとして、項目

についてそれぞれを全体研究やグループ研究に分けていくことにしま

した。 

１番目の「生涯学習都市宣言」は、全体研究として草案の研究協議に参画していく。 

２番目の「生涯学習計画の策定」は、それぞれの成果と課題についての研究協議を専門的に進めていく。 

３番目の「地域コーディネーター養成講座」は、現在、西川委員、近藤委員、山本委員がご苦労されて推

進されていますので、皆さんにお任せをしながら講座に社会教育委員として参画していく。 

４番目の「まちづくり市民カレッジ」は、全体研究として進み方によって整理をしながらみんなで考えて

いく。 

５番目の「学社融合」については、専門分野でもあるので突っ込んだ形の協議をしていく。 

６番目の「公民館職員のあるべき姿（指針）の作成」については、前回も公民館について話をさせていた

だきましたが、これについても専門的な研究をしていく。 

６つの重点アクションプランはそれぞれ必要に応じて研究チームを作って、進めていく必要があるのでは

ないかと思っています。 

次の案の２つ目ですが、地区公民館、分館の課題や支援のあり方についてです。それぞれ地域によって地

域力の違いや条件が違ってきますが、社会教育委員として何らかの手助けができないか、又、モデル的な地

域を選定して研究チームを作って、具体的な取組をしながら地域の課題解決を掘り下げてやっていきたい。

ただし、地域選定については、求めに応じてでないと、事務的に進めていっても地域のためにならないと思

いますので、手を挙げてくれる地域を探す必要があります。地域の人が主役であるということが前提で、社

会教育委員もそこに配慮して取り組みをしていくということを基本において進めていきたい。 

その他として、関係機関の方々との積極的な意見交流ということで、具体的な案として教育委員との意見

交流、又は公民館長との意見交流などを挙げています。前に高垣副議長が言われていましたが、学社融合で

も、学校現場の問題点、苦悩があり、家庭の教育力の低下、地域の教育力の低下ということが言われている

中で、そういうことも踏まえて社会教育委員として進めていく必要があると思いますので、案としては学校

と地域ということで教育委員、公民館長との意見交流という２つの案を出しています。 

今後のスケジュールとしては、今回の第５回の会議でグループを３つに分けたいと思います。 

  （グループ分け案） 

グループ①  重点アクションプランについての研究協議 

グループ②  学社融合についての研究協議 

グループ③  地区公民館、分館についての研究協議 

今後は、全てグループに分かれて進めていく訳ではなく、全体協議の後のグループ協議にしたいと思いま

すし、それぞれの進行状況や意見交換も必要だと思います。第６回は全体協議をした後、平成２２年度の計

画をまとめていただいて、４月以降は新たな形で進めていきたいと思っています。概略としては以上です。 

この案は、前回の会議で提出した後、もう一度検討させていただきましたが、まずは６つの重点アクショ

ンプランへの関わりを基本として、自分たちがどこに専門的に入っていけるのか、ということで進めていき

たいと思っています。それから、地区公民館、分館については、どこの公民館に行くかは白紙ですが、まず

は成功しているところに行き、成功の原因を掘り下げて考えていきたいと考えています。また、基本的には、

グループ分け後は、会議の分科会で他のグループにいくことは無理だと思いますが、他のグループの視察や

学習の機会に参画していただくことは可能です。 

［近藤委員］ 

資料をいただいて勘違いしていましたが、案１、案２はどちらかを選択するのではなく、両方するのでし

ょうか。社会教育委員としては、アクションプランの進捗状況をチェックしてサポートしていくことが基本

だと思いますが、皆さん仕事をされている中で２２年度に全部できるのかということに疑問があります。社
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会教育法１７条にあるように教育委員会の会議を傍聴して意見を述べることができる、という項目があり、

去年も傍聴できていない訳ですし、自分の中で役をもらってもできるのかなと思います。 

 ［千品委員］ 

私個人としては、時間的にも能力的にも難しい。委員長の計画を拝見しましたが、推進計画が作られて研

究されて作ってこられた社会教育の仕組みを、我々が改めて時間をとって研究する必要があるのでしょうか。

私としては社会教育委員の目線から新しい公共サービスを見つけて、みんなで議論するといったような視点

を軸にしたほうが良いのではないかと思います。 

 ［田ノ岡委員］ 

私は、ある程度役割分担をすることで、すごく広い範囲の社会教育委員の仕事の一部にのめり込んでやっ

ていき易いと思っています。前回の会議を欠席したので、議事録だけでは分からなかった部分が今の説明で

整理でき、この形でやっていただければ、どこかのグループに入ってやっていけるといった印象を受けまし

た。社会教育委員として一つの役割じゃなくて、行政と市民との関わりといった広い視点での役割を考えた

ときに、基本計画の中にある総合計画の「まちの将来像」や「まちづくりの基本理念」まで振り返って関わ

っていくとしたら、３つのグループ以外にも新たに視点を広げていく役割もあるような気がします。 

 ［川根委員］ 

今後のスケジュールのグループ①、②、③というのは、６つの重点アクションプランのうちの２番目、５

番目、６番目に当てはまるのですか。グループ①は地域生涯学習計画の研究協議ということでよろしいので

すか。 

 ［久保議長］ 

案１と案２に分けているので、ややこしくなっていると思いますが、アクションプラン全体をみんなで研

究するよりは専門的に研究するほうが、それぞれが研究し易くて形にできるのではないかと考えています。

現にやっていけるのは２番と５番６番だと思いまして、こういう分け方をさせていただいています。 

 ［嶝口委員］ 

去年の４月から社会教育委員になった訳ですが、大塔地区のために何かするべきだなと思っていますし、

グループに分かれて自分が勉強できてない部分に入らせていただくというのは、良い方法だと思います。 

 ［近藤委員］ 

生涯学習推進計画の中に、生涯学習推進市民会議の設置が書かれていますが、それはいつ頃になるのでし

ょうか。これとの整合性とかはどうなりますか。 

 ［小川係長］ 

当初の計画では、社会教育委員の皆さんを中心に生涯学習市民会議の設置を計画していましたが、この社

会教育委員の皆さんの選定にあたりましては、各種団体からというよりは幅広く市民活動などを実践されて

いる皆さんに参画をいただいていますので、それにプラスアルファで別組織を作るよりは、私たちの考えと

しましては今の社会教育委員の皆さんにその組織の役割を担っていただきたいと思っています。計画の推進

にあたっても進行管理を社会教育委員の皆さんにお願いしたいと思っています。 

 ［西川委員］ 

前回、プレイヤーとサポーターの話をさせていただき、今回、具体的

な議長提案という形でお返しいただき、ありがとうございます。先ほど

の教育長のお話にもありましたが、社会教育委員とは何か、何ができる

のかということで、行政、教育委員会と住民のパイプ役ということもあ

りますし、先ほど近藤委員からもあった社会教育法の意見を述べるとい

うこともありますが、それだけで良いのかなと個人として思います。大

塔にきて、三川の交通問題などに取り組んでいますが、地域にはいろんな課題があって、社会教育委員とし

て何ができるのかと考えたときに分館などで実践をすることは社会教育委員としても大事ではないでしょ

うか。社会教育法第１７条には必要な研究調査を行うとも書いてあって、それの分科会的なものが３つのグ

ループだと思います。本務の６つの重点アクションプランについて議論するということは当然やらなければ

ならないもので、全員でやらなければならないものだと思いますし、サポーターとなったときは地域生涯学

習計画を策定するだけでなく、そこに魂を入れ、実践するときに社会教育委員が手伝い、ともに進むという




